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7 入札参加資格
入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。

（１） 大和郡山市令和6・7年度物品購入・委託業務等に係る業者登録において、登録がなされている者。

（２） 近畿運輸局長より一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者。

（３）車両出庫場所から大和郡山市役所（奈良県大和郡山市北郡山町248-4）まで30分未満で配車できる
者

（４） 地方自治法施行令第167条の４の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者。

（５）国税・地方税の滞納のない者。（加えて市内に本店支店を有する事業者にあっては当市の市民税の
滞納のない者。）

（６） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民事
再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立がなされている者（会社更生法にあって
は更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこ
と等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。

（７） 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。

（８） 下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。

①代表役員等若しくは一般役員等が，暴力団の関係者であると認められる，又は暴力団関係者が資格
者の経営に実質的に関与していると認められる。

②代表役員等又は一般役員等が，自社，自己若しくは第三者の不正の利益を図り，又は第三者に損害
を加える目的をもって，暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。

③代表役員等又は一般役員等が，暴力団，暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実
質的に関与していると認められる法人，組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており，又はこれ
らに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。

④代表役員等又は一般役員等が，暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有してい
ると認められる。

⑤代表役員等又は一般役員等が，暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関
与していると認められ，若しくは④に該当することとなる法人，組合等であることを知りながら，これを利
用するなどしていると認められる。

件名

大和郡山市北郡山町地内他供給場所

令和8年1月1日から令和10年3月31日まで

　（バス利用期間） 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで

契約期間

①バスの車種ごとのキロ制単価・時間制単価を税抜で記入すること。
②落札決定は各単価に予定走行距離・予定時間を乗じた額の合計金額の最も低額なものを落
札者とする。
③入札書は指定の入札書を使用すること。
※入札書はExcelファイルで配布致しますので入札参加をする場合は別紙入札参加申請書に
必ずメールアドレスを明記すること

入札書提示額

開札日時
及び場所

令和7年11月14日(金) 10:00

大和郡山市役所4F　打合せ室2

大和郡山市貸切バス賃貸借単価契約

詳細仕様 別紙入札仕様書記載のとおり

大和郡山市貸切バス賃貸借単価契約 入札説明書
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入札説明書等はホームページよりダウンロードのこと。8

「誓約書兼承諾書｣という。）、及び①から④に記載される書類を提出しなければならない。

入札参加資格
の確認方法

9
入札参加申請書（以下｢申請書｣という。）及び暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書（以下

この入札に参加を希望する者は、７に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、条件付一般競争

入札説明書を交
付する場所

　　②　暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書

申請書及び確認資料の提出のあった者（以下｢申請者｣という。）には、令和7年11月6日までに次に掲げ
る事項を記載した結果確認通知書を通知する。

ア　入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨

（３）提出場所　〒639-1198　大和郡山市北郡山町248番地4　大和郡山市役所　総務部　総務課

（４）提出方法　持参又は郵送によること。なお郵送については必着。

　　（国・都道府県・市町村との契約に限る。）

（２）提出期間　令和7年10月22日(水)から令和7年11月5日(水)

　　④　令和5年度・令和6年度のバスの賃貸借または運行に関する契約実績表

一般競争入札に参加することができない。

なお、期限までに規定の書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この

（１）提出書類

　　①　一般競争入札参加申請書

　　③  一般貸切旅客自動車運送事業許可書（写）

イ　入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格がない旨及びその理由

（６）その他

ア　申請書及び確認資料の作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とする。

イ　市長は、提出された申請書及び確認資料を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。

ウ　提出された申請書及び確認資料は返却しない。

（１）仕様書等の内容について質問がある場合は、次のとおり電子メールにより提出すること。

ア　提出期間　令和7年11月5日(水)

仕様書の質問

（５）入札参加資格の確認

ウ　入札参加資格の確認通知書において、入札保証金の納付が必要とされた者は、市の指定する日

までに入札保証金を支払わなければ失格となり、入札に参加できない。

ア　回答期限　令和7年11月6日(木)

イ　送信先　　大和郡山市　総務課　管財係

ウ　提出先アドレス　　　kanzai@city.yamatokoriyama.lg.jp

（２）　（１）の回答については、当市ホームページに掲載する。ただし質問なしの場合を除く。



12.入札書の提出

ア　提出期限　令和7年11月13日(木)　17時まで　（必着）

イ　提出方法　　書留郵便で郵送すること。

ウ　提出先は　１０　（１）イ　に同じ

ただし、大和郡山市契約規則第22条に該当する者はこれを免除する。

ただし、大和郡山市契約規則第6条各号に規定される場合はこれを免除とする。

入札保証金は落札者の決定後ただちに還付する、ただし、落札者にかかる入札保証金は契約保証金に充当する。

（３）契約書作成の要否　　　要

11 （１）入札保証金　　大和郡山市契約規則第4条に規定する入札保証金を支払うこと。

令和7年11月13日（木）　17:00まで

（2）契約保証金　大和郡山市契約規則第21条に規定する契約保証金を支払わなければならない。

（入札保証金）

大和郡山市契約規則（抄）

第4条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金は、その見積価格の100分の5以上(インター

ネットを利用して市の普通財産の売払いを行う事務手続き(以下、「公有財産売却システム」という。)

による入札の場合は、第9条第1項に規定する予定価格の100分の10以上)とし、現金をもつて納付さ

せなければならない。

第6条 第4条第1項の規定による入札保証金は、次の各号に掲げる場合においてその全部又は一部

を免除することができる。

（1）一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険

契約を締結したとき。

（2）令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去２年間に本市又は他の官公庁と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者につい

て、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

（契約保証金）

大和郡山市契約規則（抄）

第21条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金は、その契約金額(公有財産売却システムに

よる入札の場合は、第9条第1項に規定する予定価格)の100分の10以上とし、現金をもつて納付させな

ければならない。

第22条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免除

することができる。

（1）契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

（省略）

（3）競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去２年間に本市

又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行しかつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

（省略）



13 （ 入札の基本的事項）
入札者は、地方自治法（ 昭和2 2 年法律第6 7 号）、地方自治法施行令（ 昭和2 2 年政令第1 6 号）、そ
の他関係法令、及び仕様書、図面その他契約に必要な条件を承諾のうえ、入札すること。

（ 公正な入札の確保）
入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（ 昭和2 2年法律第5 4 号） に抵触する行為を
行ってはなりません。

（ 消費税及び地方消費税に伴う入札金額の記入方法）
入札書は、それぞれの単価毎に消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。なお、落札金額及び
契約金額は、入札書に記入された金額とします。

（ 入札書の金額の数字）
入札書に記入する数字はアラビア数字を用い、数字の前には￥（ 円記号）を記入してください。

（ 入札書の記載事項の訂正）
記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、使用印を押印すること。ただし、金額の
訂正は認めません。また、郵送後の条件付一般競争入札参加申請書、入札書およびその他必要書類の記載事
項の訂正は一切認めません。

（ 入札の辞退）
郵便入札において、入札を辞退する場合は開札の前日までに辞退届を市長に提出すること。また、入札書等
の郵送後においても、開札日の前日までは入札辞退を認めます。この場合、入札を辞退する者は辞退届を市
長に提出すること。
２ 辞退届を提出して入札を辞退した場合においても、これを理由に指名等について何ら不利益な取扱いを受
けることはありません。

（ 入札執行回数）
入札執行回数は、3回以内とします。
再度の入札を行う場合は、入札書提出期限をFAX等により通知します。

（ 入札書等の提出方法)
当該郵便入札に参加する者は、入札書に記名押印し、大和郡山市が指定する記載方法の封筒へ封入し、指定
された入札書の郵送到達期限までに書留郵便により、指定の宛先まで郵送すること。
２ 提出された入札書等は、書換え、引換え又は撤回することはできません。

（ 無効の郵便入札)
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。この場合、無効とした入札書等は返却しません。
( 1 ) 市長が定める入札条件に違反した入札
( 2 ) 入札書に記名押印のない入札
( 3 ) 入札書、郵送用封筒、その他必要書類の数字又は文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札
( 4 ) 同一の入札参加者が２ 通以上の入札書を提出した入札
( 5 ) 直接入札担当課に持参するなど郵便入札の方法によらない入札
( 6 ) 期限までに到達しなかった入札書又は必要書類が同封されていない入札
( 7 ) 書留郵便以外の方法による入札
( 8 ) 入札書以外のもの（金額の透視を防ぐために使用される紙等を除く）が同封された入札
( 9 ) 談合その他不正な行為によって行われたと認められる入札
( 10 )その他、指示した条件に違反すると認められる入札

入札上の注意

（ 開札）
１　開札は、市職員による開札事務従事者、当該入札事務に関係のない職員及び開札立会人により執行しま
す。
２　開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が２ 人以上あるときは、その時点で開札立会人にく
じを引かせて落札者を決定します。この場合、開札立会人が、くじを引かない場合は、代わりに当該入札事
務に関係のない職員にくじを引かせます。
３ 開札の立ち会いを希望する入札者は、開札日の前日（ 大和郡山市庁舎の休日の場合は、その前日の正午
までに電子メールで申し込みをすること。
（ 入札の延期、中止及び取消し)
郵便入札において郵便事情等により事故が発生したとき、又は不正な行為等により、必要があると認めると
きは、入札の延期、中止又は取消します。
（ 落札者の決定)
予定価格以下で、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。落札者を決定した場合は、速やかに当
該落札者に通知し、入札結果をホームページ上に掲載します。
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つづき

入札上の注意 ⑤ 入札書を提出する封筒の記載方法
入札書は下図のように封書に記載して封入し、割印を押印のうえ提出してください。

切
り
取
っ
て
封
筒
に
お
貼
り
く
だ
さ
い
。

※

中
の
記
載
金
額
が
、
透
け
て
見
え
な
い
よ
う
に
封
入
し
て
く
だ
さ
い
。

印 印印

書
留

書留郵便

相当額の

切手

奈良県大和郡山市北郡山町248番地４
大和郡山市役所 
総務課　管財係

大和郡山市長　　様

〒　639-1198

入 札 件 名

委 託 場 所

開札年月日

商 号

代 表 者 名

連 絡 先

担 当 者 名

株式会社　●●●●

代表取締役　■■■■

連絡先電話番号

▲▲　▲▲

条件付一般競争入札　入札書在中

大和郡山市貸切バス賃貸借単価契約

大和郡山市北郡山町地内他

令和7年11月14日(金) 10:00

奈
良

県
大

和
郡

山
市

北
郡

山
町

24
8番

地
４

大
和

郡
山

市
役

所
 

総
務

課
　

管
財

係

大
和

郡
山

市
長

　
　

様

〒
　

63
9-

11
98

入
札

件
名

委
託

場
所

開
札

年
月

日

商
号

代
表

者
名

連
絡

先

担
当

者
名

条
件

付
一

般
競

争
入

札
　

入
札

書
在

中

大
和

郡
山

市
貸

切
バ

ス
賃

貸
借

単
価

契
約

大
和

郡
山

市
北

郡
山

町
地

内
他

令
和

7年
11

月
14

日
(金

)
10

:0
0



⑥ 入札書の記載方法
別添の入札書様式をご利用ください。
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大和郡山市貸切バス賃貸借単価契約 入札仕様書 

 

１．件 名 

大和郡山市貸切バス賃貸借単価契約 

２．場 所 

   奈良県大和郡山市北郡山町地内 

３．期 間 

契約期間   令和 8年 1月 1日から令和 10年 3月 31日まで 

バス利用期間 令和 8年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで 

４．内容 

（１）大和郡山市が公務として使用するバスの賃貸借について単価契約を結び、契約単価での

発注はすべて受注者へ行うもの。 

（２）本仕様に定める発注手順にて発注が行われた場合、受注者は大和郡山市が指示する人数

が乗車できるバスを必ず配車するもの。 

（３）配車するバスは観光バス（コミューター、路線バスを除く）を配車するもの。 

５．単価について 

（１） 単価とは 

① キロ制運賃単価（車種ごとの１㎞あたりの単価） 

② 時間制運賃単価（車種ごとの１時間あたりの単価） 

    ・単価には、下記の料金を含むこと。 

     (1) バス借り上げ料 

     (2) 運転手の人件費 

     (3) 燃料費 

      ※有料自動車高速道路の費用は、発注者が負担する。 

・単価は下記単価表の６項目ごとに決定するものとする。 

 

車種 キロ（距離） 時間 

大型   

中型   

小型   

 

（２）バスの大きさについて 

   ・大和郡山市が定める各バスの大きさは原則として下記の通りとする。ただし、大和郡山

市が指定する人数が乗車可能ならばその限りではない。（コミューター、路線バスを除く） 

 

 

 

 

 

 車種 車種区分の定義 

小型 全長６ｍ以上８ｍ以下かつ定員３３名以下 

中型 大型車、小型車以外のもの 

大型 車両の長さ９ｍ以上又は旅客数５０人以上 



 

 

・大和郡山市が指定する大きさのバスが配車できない場合、その大きさを超えるバスなら

ば可能とする。ただし、料金単価は大和郡山市が指定する大きさで決定するもの。 

      

＜例＞ 

      市指定バスおよび乗車人数が「小型 20人」 

      →  当日配車バス    「60人乗り大型バス」 

         支払い料金単価   「小型料金」 

６．運賃について 

（１）運賃の種類について 

・運賃は、時間・キロ併用制運賃とする。 

  （２）運賃の計算方法 

・運賃は、運賃の計算方法（①②による計算方法）により算出される運賃と③その他費 

用を合算した額に、消費税法に基づく、消費税及び地方消費税を乗じたものとする。 

なお、1円未満の端数は切り捨てる。 

    ①時間制運賃 

    ・出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間として、1時間ずつ合計 2時間と、走行時間 

（出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。）を合算した時間に時間制運

賃単価を乗じた額とする。 

・走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は 1時間に切り上げるも

のとする。 

    ②キロ制運賃 

    ・走行距離（出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。）にキロ制運賃単価を乗

じた額とする。 

    ・走行距離の端数については、10キロ未満は 10キロに切り上げるものとする。 

③その他費用 

    ・夜間走行・宿泊・バスガイドの手配等の場合は例外事項とし、受注者と別途協議し、 

決定する。 

７．発注方法 

 （１）発注の約束  

・契約者は下記に定められた手順で発注を受けた場合は必ず配車しなければならない。 

①運行計画概略の提出 

     運行日の 90日前までに運行計画（日時・行き先・人数・使用時間等）の概略を提出す

る。 

②運行計画の提出 

     運行日の 30日前までに確定した運行計画（日時・行き先・人数・使用時間等）を提出

する。 

 

 

 

 

 



 

 

フロー図 

     90日前       30日前                   当日 

 

 

                         問題無 

 

 

 

 

                     問題有 

 

 

 

 

 

 

  

（２）その他 

          ・（１）に当てはまらないフローでの発注は可能で（バスに空きが）あれば原則配車を行う。 

      （３）発注方法 

    ・大和郡山市役所が定める様式の発注書であり、総務課承認印が押印してあるもので発注

を行う。 

・発注書は予定・決定の 2枚が揃って発注となる。 

     ８．他社バスの手配について 

        ・大和郡山市からの発注の際に自社のバスの配車が困難な場合、他社のバスを配車しても

よいものとする。ただし、手配できるバスは奈良県内に事業区域を持つバス会社のもの

に限り、料金については契約単価で受注者に支払うものとする。      

     ９．発注内容の変更  

 ・運行日 30日前に提出した発注内容に変更が生じた場合、発注担当課はただちに受注者に

報告し、協議のうえ契約業者は可能な限り変更を認めるものとする。  

１０．キャンセルについて 

 （１）キャンセル料の発生 

   ・キャンセル料は下記のように発生する。 

① 運行日の 20日前～4日前   予定支払い料金の 20% 

② 運行日の 3日前～2日前   予定支払い料金の 30% 

③ 運行日の 1日前      予定支払い料金の 50% 

④ 運行日の当日                予定支払い料金の 100% 

 （２）天候によるキャンセル 

   ・雨、風等の天候が理由でのキャンセルについては警報が出た場合のみキャンセル料は発

生しないものとする。 

・警報発生時間は原則として出発予定時間の 2時間前までをリミットとする。  
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１１．料金の支払い 

   ・受注者は毎月初から月末までの料金を集計して請求する。 

   ・料金は請求日より 30日以内に支払うものとする。 

１２．事故について 

    ・車両運行には安全対策等適用となる法令等を遵守すること。 

・運行中に発生した交通事故については、受注者が損害賠償の責を負うこと。 

１３．予定発注数 

   ・契約期間内における予定発注数は下記の通りとする。 

ただし、必ずしもその発注数を約束するものではない。   

 

 半日 全日 

車種 台数 県内 県外 台数 県内 県外 

大型 ４ ４ 未定 １２ ５ ７ 

中型 １２ １２ 未定 ２ ２ 未定 

小型 ４ ４ 未定 ３ ３ 未定 

 

１４．その他 

  ・発注実績に関しては、直近 2年間の実績を記載する。 

  ・本仕様書に記載の無いことについては大和郡山市と協議の上、関係法令順守のもと業務 

を行うこと。 



令和5年度バス使用実績

曜日 開始 終了

1 月 13:00 17:00 40人 大型 1台 西田中ふれあいセンター・郡山北小学校　外 大和郡山市新任・転任・教職員・保育士研修会人権施策推進課

2 火 13:00 17:00 40人 大型 1台 西田中ふれあいセンター・郡山北小学校　外 大和郡山市新任・転任・教職員・保育士研修会人権施策推進課

3 金 10:00 12:00 20人 中型 1台 国立曽爾青少年自然の家 令和5年度上級ジュニア・リーダー研修会生涯学習課

4 日 15:00 17:00 20人 中型 1台 国立曽爾青少年自然の家 令和5年度上級ジュニア・リーダー研修会生涯学習課

5 土 12:30 16:30 14人 中型 1台 奈良県人権センター 識字交流研修会 人権施策推進課

6 金 16:00 21:00 27人 中型 1台 天理市立北中学校夜間学級 人権フォーラム 人権施策推進課

7 日 9:00 15:30 50人 大型 1台 天王寺動物園・コリアンタウン 日本語教室館外学習 人権施策推進課

8 土 9:15 16:00 50人 大型 1台 大阪城戦跡巡り・ピース大阪・コリアタウン 郡山南・郡山西中学校区人権フォーラム人権施策推進課

9 日 9:00 15:30 25人 小型 1台 大和郡山市中央公民館・JR郡山駅　外 第18回すこやか21健康フェスタ来場者送迎バス保健センター

10 土 8:45 16:00 50人 大型 1台 人と防災未来センター、南京町 郡山・郡山東中学校人権フォーラム 人権施策推進課

11 日 8:40 13:00 60人 大型 1台 奈良人権センター ならサンウリム 人権施策推進課

12 金 8:00 17:15 26人 大型 1台 愛知県名古屋市 中央公民館主催講座　館外学習 中央公民館

13 金 8:00 17:15 15人 大型 1台 愛知県名古屋市 南部公民館主催講座　館外学習 南部公民館

14 日 11:30 17:30 24人 中型 1台 五條市上野公園総合体育館 自治体消防75周年記念第16回奈良県消防大会 市民安全課

15 土 12:50 16:50 14人 中型 1台 川西文化会館 識字合同学習会 人権施策推進課

16 土 8:45 16:30 50人 大型 1台 ウトロ平和祈念館・平等院 片桐中学校人権フォーラム 人権施策推進課

17 土 8:40 13:00 16人 小型 1台 天理市文化センター 奈良県北和都市消防団長会 市民安全課

18 土 10:00 12:00 27人 中型 1台 国立曽爾青少年自然の家 令和５年度上級ジュニア・リーダー研修会 生涯学習課

19 月 15:00 17:00 27人 中型 1台 国立曽爾青少年自然の家 令和５年度上級ジュニア・リーダー研修会 生涯学習課
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年月日
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2023/11/17

2023/11/17

2023/12/16

2024/1/20

2024/2/3

2024/3/23

2024/3/25



令和6年度バス使用実績

曜日 開始 終了

1 水 13:00 17:00 40人 大型 1台 西田中ふれあいセンター・郡山北小学校　外 大和郡山市新任・転任・教職員・保育士研修会人権施策推進課

2 金 13:00 17:00 40人 大型 1台 西田中ふれあいセンター・郡山北小学校　外 大和郡山市新任・転任・教職員・保育士研修会人権施策推進課

3 土 8:00 9:00 20人 小型 1台 奈良県野外活動センター 令和6年度上級シニア・リーダー研修会 生涯学習課

4 日 16:00 17:00 20人 小型 1台 奈良県野外活動センター 令和6年度上級シニア・リーダー研修会 生涯学習課

5 金 10:00 12:00 23人 中型 1台 国立曽爾青少年自然の家 令和6年度上級ジュニア・リーダー研修会生涯学習課

6 日 15:00 17:00 23人 中型 1台 国立曽爾青少年自然の家 令和6年度上級ジュニア・リーダー研修会生涯学習課

7 水 12:15 16:45 10人 小型 1台 御所市防災交流館 識字交流会 人権施策推進課

8 水 12:15 16:45 14人 中型 1台 御所市防災交流館 識字交流会 人権施策推進課

9 日 9:00 15:50 50人 大型 1台 京都鉄道博物館・錦市場 日本語教室館外学習 人権施策推進課

10 金 16:00 21:00 27人 中型 1台 天理市北中学校夜間学級 人権フォーラム 人権施策推進課

11 日 9:00 15:30 25人 小型 1台 大和郡山市中央公民館・JR郡山駅　外 第19回すこやか21健康フェスタ来場者送迎バス保健センター

12 土 9:00 16:00 50人 大型 1台 大阪城戦跡巡り、ピース大阪、コリアタウン 片桐中学校区人権フォーラム 人権施策推進課

13 日 8:40 13:30 60人 大型 1台 奈良人権センター ならサンウリム 人権施策推進課

14 金 7:40 18:00 40人 大型 1台 京都府舞鶴市、福井県小浜市 中央公民館、南部公民館主催講座　館外学習 中央公民館

15 土 12:50 16:50 14人 小型 1台 川西文化会館 識字合同学習会 南部公民館

16 日 9:20 17:00 31人 大型 1台 あすかいちご狩りパーク、キトラ古墳等 令和6年度シニア・リーダー会自主事業 生涯学習課

17 土 9:00 11:00 27人 中型 1台 国立曽爾青少年自然の家 令和6年度上級ジュニア・リーダー研修会 生涯学習課

18 日 15:00 17:00 27人 中型 1台 国立曽爾青少年自然の家 令和6年度上級ジュニア・リーダー研修会 生涯学習課
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